
時とき　場会場　内内容　講講師　対対象　定定員　料料金　持持参物　申申し込み方法　問問い合わせ　電電話　フファクス　HPホームページ

乳幼児健康診査 無料

保健福祉センター …〒960−8002 森合町10−1 （福島中央郵便局西側） 
　※市内循環バスももりん1・2コース保健福祉センター前下車

問こども家庭課　電525−7671

1819

第
５
回
市
在
宅
医
療
・

介
護
連
携
支
援
セ
ン
タ
ー

市
民
公
開
講
座�

無
料

□時
３
月
21
日
㈭
午
後
２
～
４
時

□場
キ
ョ
ウ
ワ
グ
ル
ー
プ
・
テ
ル
サ

ホ
ー
ル　
□内
講
演
「
老
後
ひ
と
り

ぼ
っ
ち
」
を
生
き
る
～
最
期
ま
で
自

分
ら
し
く
生
き
続
け
る
た
め
に
～

□講
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
松ま

つ
ば
ら原

惇じ
ゅ
ん
こ子
さ
ん　
□定
300
人
（
先
着
順
）

□申
３
月
４
日
㈪
ま
で
に
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
、❶
住
所 

❷
氏
名
❸
電
話
番
号 

❹
手
話
通
訳
の
有
無
を

明
記
の
上
、
は
が
き
で

□問
市
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
支
援
セ

ン
タ
ー
（
〒
960
―
８
０
０
２　
森
合

町
10
―
１　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階
）

□電
572
―
６
６
７
１

子
育
て

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

□時
２
月
７
日
㈬
午
前
10
時
か
ら

□場
市
民
会
館　

□内
❶
子
育
て
の
援
助
を
受
け
た
い
方

と
行
い
た
い
方
の
募
集
❷
病
児
・
病

後
児
預
か
り
の
事
業
説
明
会

※
託
児
あ
り
（
要
予
約
）。

□申
電
話
で

□問
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

□電
526
―
０
６
１
２

児
童
手
当
の
振
込

□内
児
童
手
当
は
、
２
月
９
日
㈮
に
振

り
込
み
ま
す
。

□問
こ
ど
も
政
策
課
□電
572
―
７
１
０
３

児
童
手
当

～
こ
ん
な
時
は
届
け
出
を
～

□内
次
の
よ
う
な
事
由
が
生
じ
た
場
合

は
届
け
出
が
必
要
で
す
。

・
受
給
者
と
児
童
が
別
居
に
な
っ
た
。

・
転
職
な
ど
に
よ
り
受
給
者
の
保
険

証
が
変
わ
っ
た
。（
３
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
す
る
受
給
者
の
み
）

・
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
。

（
派
遣
先
か
ら
の
復
帰
を
含
む
）

・
受
給
者
が
公
務
員
を
退
職
し
た
。

（
派
遣
を
含
む
）

※
詳
し
く
は
、
市
HP

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問
こ
ど
も
政
策
課

□電
572
―
７
１
０
３

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

□内
保
健
師
・
助
産
師
に
よ
る
え
が
お

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
の
後
に
、
地
域
の
子

育
て
経
験
者
で
市
の
委
嘱
を
受
け
た

「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
応
援
隊
」

が
訪
問
し
、
地
域
の
子
育
て
情
報
な

ど
を
お
届
け
し
ま
す
。

□問
保
健
所
健
康
推
進
課

□電
572
―
３
１
２
０

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
・

え
が
お
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

□時
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
12
月
29
日

～
１
月
３
日
を
除
く
）
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

□内
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
妊
娠
・
出
産
・

子
育
て
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
ぐ
な
ど
、
切

れ
目
の
な
い
支
援
を
行
い
ま
す
。

□問
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る

こ
と
□電
525
―
７
６
７
１

子
ど
も
・
家
庭
に
関
す
る
こ
と

□電
525
―
３
７
８
０

健
　
　
康

２
月
１
日
は

「
フ
レ
イ
ル
の
日
」

□内
フ
レ
イ
ル
と
は
、
加
齢
と
と
も
に
、

心
と
身
体
の
働
き
が
弱
く
な
っ
て
き

た
、
介
護
が
必
要
に
な
る
前
段
階
の

こ
と
で
す
。
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し

く
健
康
で
暮
ら
す
た
め
に
、
フ
レ
イ

ル
予
防
の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
「
人
と

つ
な
が
る
（
社
会
参
加
）
」「
運
動
」

「
栄
養
」
を
実
践
し
、
早
め
に
予

防
・
生
活
の
改
善
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

ご
相
談
は
、
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
長
寿
福
祉
課
ま
で
。

□問
長
寿
福
祉
課
□電
529
―
５
０
６
４

難
病
サ
ポ
ー
タ
ー
講
座�

無
料

□時
２
月
17
日
㈯
午
後
２
時
～
３
時
30
分

□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

□内
難
病
に
対
す
る
正
し
い
知
識
と
理

解
を
持
ち
、
患
者
さ
ん
や
そ
の
家
族

を
温
か
く
見
守
り
支
援
し
て
い
る
難

病
サ
ポ
ー
タ
ー
か
ら
お
話
を
伺
い
、

難
病
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

□申
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
か
電
話
、
ま
た

は
❶
住
所
❷
氏
名
❸
電

話
番
号
を
明
記
の
上
、

フ
ァ
ク
ス
で

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
573
―
４
３
８
４
□フ
525
―
５
７
０
１

昭
和
37
年
４
月
２
日
～

昭
和
54
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
男
性
の
方
へ

□時
令
和
７
年
３
月
31
日
㈪
ま
で

□場
実
施
医
療
機
関　

□内
こ
れ
ま
で
風
し
ん
の
予
防
接
種
を

受
け
る
機
会
の
な
か
っ
た
方
を
対
象

に
、
抗
体
検
査
と
予
防
接
種
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
風
し
ん
は
、
成
人
が

感
染
す
る
と
症
状
が
重
症
化
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
に
は
、

ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

期
間
が
延
長
さ
れ
た
た
め
、
ま
だ
お

済
み
で
な
い
方
は
医
療
機
関
へ
ご
予

約
く
だ
さ
い
。

□料
無
料

※
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
全
額
自

己
負
担
。

□持
住
民
登
録
が
あ
る
市
町
村
が
発
行

し
た
ク
ー
ポ
ン
券
、
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
確
認
で
き
る

も
の

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２

風
し
ん
抗
体
検
査
・

予
防
接
種
事
業

□場
市
登
録
医
療
機
関　
□内
生
ま
れ
て

く
る
赤
ち
ゃ
ん
の
耳
が
聞
こ
え
に
く

い
・
目
が
見
え
に
く
い
・
心
臓
に
病

気
が
あ
る
な
ど
、
先
天
性
風
し
ん
症

候
群
を
予
防
す
る
た
め
、
風
し
ん
抗

体
検
査
や
予
防
接
種
費
用
を
助
成
し

ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
HP
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２

〈４カ月児健康診査・10カ月児健康診査〉
　個別健診で実施しています。「すこやか手帳」をご覧になり、登録医療機関に予約の上、受診してください。
　転入の方、診査票を紛失した方は、登録医療機関またはこども家庭課へお問い合わせください。
※10カ月児健診の診査票の有効期間は、１歳の誕生日前日までです。
〈１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査〉
　個別に通知をしています。内容などをご確認の上、お越しください。
※登録医療機関、日程、持ち物など、詳しくは市HPをご覧ください。
※ブックスタート・ブックステップ事業については、市立図書館（電531−6551）へお問い合わせください。

各記事に掲載のQRコードから、申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。

もの忘れあんしんガイド
ブック（認知症ケアパス）
をご活用ください� 無料

　認知症のことを正しく理解し、早期発見・
早期対応につながるよう、認知症の症状、接
し方をはじめとした基礎知識や、地域の相談
窓口などの情報をまとめた冊子です。

長寿福祉課、各地域包括支援センター、各支
所・茂庭出張所、各学習センターなどに設置
しています（市HPにも掲載）。
□問長寿福祉課　□電529−5064

子育て世帯生活支援特別給付金
申請は２月29日㈭まで

　物価高騰の影響を受けて、家計が急変している子育て世帯への
給付金の申請を受け付けています。ひとり親世帯とそれ以外の世
帯で支給要件が異なり、申請が不要な方と必要な方がいます。ま
だ支給を受けておらず、支給要件に該当する方は、市HPをご覧の
上、申請してください。
●申請が必要となる支給対象者
⑴ひとり親世帯分　
❶�公的年金等給付等受給者／年金などを受けている
ことにより児童扶養手当を受給していない方

❷�家計急変者／令和５年１月１日以降の収入が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ
水準となっている方

⑵ひとり親以外の子育て世帯（その他世帯）分　
　�その他支給対象者／対象児童（令和５年３月31日
時点で18歳未満の子（障害児については20歳未
満））の養育者で、以下のいずれかに該当する方
　・令和５年度分の住民税が非課税である方
　・�令和５年１月１日以降の収入が急変し、住民税
非課税と同じ水準となっている方

●申請期限／２月29日㈭
●給付額／児童１人当たり一律５万円　
問こども政策課　電597−7906

▲ひとり親世帯

▲ひとり親以外
の子育て世帯

ももりん文庫への
寄付をお願いします

　「ももりん文庫」は、子どもたちに絵本を届けたい
方から絵本を寄付いただき、市内の保育施設・幼稚園
にお渡しする取り組みです。ご家庭で使われていない
絵本がありましたら、絵本が大好きな子どもたちのた
めに、ご協力をお願いします。
■受付場所／�保健福祉センター２階：幼稚園・保育課
■受付時間／�月～金曜日の午前８時30分～午後５時15分
■絵本の対象年齢／０～６歳（未就学児）
※�落丁や汚れ（カビ、匂い、日焼けなど）、損傷などの
ない保存状態の良い絵本をご寄付いただくようお願
いします。
※�対象年齢以外の絵本、保存状態の悪い絵本はお返し
する場合があります。

問幼稚園・保育課　□電572ー3122


